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自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針 新旧対照表

変更案 現 行

第１ 対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関 第１ 対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関
する目標 する目標
窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域（以下「対策地域」 窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域（以下「対策地域」

という。）においては、自動車交通の集中、増大等に伴って、二 という。）においては、自動車交通の集中、増大等に伴って、二
酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気汚染が厳しい状況にある 酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気汚染が厳しい状況にある
ことに鑑み、対策地域における自動車排出窒素酸化物及び自動車 ことに鑑み、対策地域における自動車排出窒素酸化物及び自動車
排出粒子状物質（以下「自動車排出窒素酸化物等」という。）の 排出粒子状物質（以下「自動車排出窒素酸化物等」という。）の
削減に係る各種の対策を、国、地方公共団体、事業者及び国民の 削減に係る各種の対策を、国、地方公共団体、事業者及び国民の
緊密な協力の下で本基本方針等にのっとり総合的かつ強力に推進 緊密な協力の下で本基本方針等にのっとり総合的かつ強力に推進
していくこと等により、対策地域において、二酸化窒素について していくこと等により、対策地域において、二酸化窒素について
は令和８年度までに二酸化窒素に係る大気環境基準（昭和 53年環 は平成 32 年度までに二酸化窒素に係る大気環境基準（昭和 53 年
境庁告示第 38号）を確保すること、浮遊粒子状物質については令 環境庁告示第 38号）を確保すること、浮遊粒子状物質については
和８年度までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減され 平成 32年度までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減さ
ることにより、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準（昭和 48年環 れることにより、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準（昭和 48年
境庁告示第 25号）を確保することを目標とする。 環境庁告示第 25号）を確保することを目標とする。

ただし、平成 27年度までに、すべての監視測定局における二酸
化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を達成するよう最
善を尽くす。

第２ 総量削減計画の策定その他対策地域における自動車排出窒素 第２ 総量削減計画の策定その他対策地域における自動車排出窒素
酸化物等の総量の削減のための施策に関する基本的事項 酸化物等の総量の削減のための施策に関する基本的事項
１ 総量削減計画の策定に関する基本的事項 １ 総量削減計画の策定に関する基本的事項

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域
における総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 における総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70
号。以下「特別法」という。）第７条に基づく窒素酸化物総量 号。以下「特別法」という。）第７条に基づく窒素酸化物総量
削減計画及び第９条に基づく粒子状物質総量削減計画（以下「総 削減計画及び第９条に基づく粒子状物質総量削減計画（以下「総
量削減計画」という。）は、対策地域の実情を踏まえ、「２ 対 量削減計画」という。）は、対策地域の実情を踏まえ、「２ 対
策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減のための 策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減のための
施策に関する基本的事項」に掲げる各種施策等の推進により、 施策に関する基本的事項」に掲げる各種施策等の推進により、
対策地域において、令和８年度までに、二酸化窒素については 対策地域において、平成 32年度までに、二酸化窒素については
二酸化窒素に係る大気環境基準を確保し、浮遊粒子状物質につ 二酸化窒素に係る大気環境基準を確保し、浮遊粒子状物質につ
いては自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されるよう いては自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されるよう
に自動車排出窒素酸化物等の総量を削減し、浮遊粒子状物質に に自動車排出窒素酸化物等の総量を削減し、浮遊粒子状物質に
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係る大気環境基準を確保することを目途とし、一の計画として 係る大気環境基準を確保することを目途とし、一の計画として
策定するものとする。この場合、当該地域における自動車排出 策定するものとする。その際、平成 27年度までにすべての監視
窒素酸化物等及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素 測定局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境
酸化物等の排出の状況並びにこれらの見通しについて評価分析 基準を達成するため、平成 27年度までに達成すべき自動車排出
を行い、自動車以外の窒素酸化物発生源等に係る大気汚染防止 窒素酸化物等の総量についての削減目標量についても定めるも
法等に基づく対策にも考慮を払いつつ、併せて特別法に基づく のとする。この場合、当該地域における自動車排出窒素酸化物
車種規制等の措置を前提としながら、今後講ずべき施策を総合 等及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物等の
的に検討し、実効ある計画を策定するものとする。 排出の状況並びにこれらの見通しについて評価分析を行い、自
また、特別法第 16条に基づく窒素酸化物重点対策計画及び第 動車以外の窒素酸化物発生源等に係る大気汚染防止法等に基づ

18 条に基づく粒子状物質重点対策計画（以下「重点対策計画」 く対策にも考慮を払いつつ、併せて特別法に基づく車種規制等
という。）は、重点対策地区の実情を踏まえ、「第２の２(7)局 の措置を前提としながら、今後講ずべき施策を総合的に検討し、
地汚染対策の推進」に基づき、対策地域における自動車排出窒 実効ある計画を策定するものとする。
素酸化物等の総量の削減に資するため、一の計画として総量削 また、特別法第 16条に基づく窒素酸化物重点対策計画及び第
減計画において定めるものとする。 18 条に基づく粒子状物質重点対策計画（以下「重点対策計画」
なお、都市部局等との連携により総量削減計画（重点対策計 という。）は、重点対策地区の実情を踏まえ、「第２の２(7)局

画を含む。以下同じ。）と対策地域の開発に係る諸計画との整 地汚染対策の推進」に基づき、対策地域における自動車排出窒
合が図られるよう配慮し、全体として調和のとれたものとする 素酸化物等の総量の削減に資するため、一の計画として総量削
こと。 減計画において定めるものとする。

なお、都市部局等との連携により総量削減計画（重点対策計
画を含む。以下同じ。）と対策地域の開発に係る諸計画との整
合が図られるよう配慮し、全体として調和のとれたものとする
こと。

２～４ （略） ２～４ （略）
第３ （略） 第３ （略）
別紙 （略） 別紙 （略）


